
組合員加入届等の添付書類となる住民票の見本

～お願い～

 住民票を取得される際は、医療保険（国民健康保険組合）の資格取得手続きに必要となるため、

「世帯全員分であること及び続柄が記載のあるもの」

 が発行されるよう、交付申請書に記載してください。（窓口の方にお伝えください。）

複数枚に亘る場
合、全て提出し
てください。

世帯主の氏名が記載されているも
のが必要です

続柄が記載
されている
ものが必要
です。

世帯全員の住民票と相違
ないことについて、証明さ
れているものが必要です。

交付後 3 か月以内のもの
が必要です。

後期高齢被保険者（75歳以上等）
の方は被保険者となれません。

70 歳以上 75 歳未満の方が資格取
得する場合、住民税(非)課税・所
得証明書が必要です

就職されている方等であって、資格取
得しない方は、医療保険の種類を確認
して記載してください

協会けんぽ 

外国人の場合、外国人住民となった日、国
籍、在留資格、在留期間、第 30 条 45の区
分（中長期在留者等の区分）が記載された
ものが必要です


